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令和７年 第４回 錦江町議会臨時会会議録 

 

令和７年１０月２０日（月）午前１０時００分 

錦 江 町 議 会 議 場 

 （開会） 

○浪瀨議長 ただいまから令和７年第４回錦江町議会臨時会を開会します。 

ここで、欠席届につきまして、９番、水口議員から本議会欠席の届出があ

りました。報告いたします。 

これから、本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめ配布いた

しましたので、ご了承願います。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○浪瀨議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則

第 127 条の規定により、２番、城下議員、３番、宿利原議員を指名します。 

 日程第２ 会期決定の件 

○浪瀨議長 日程第２、会期の日程の件を議題にします。お諮りします。本臨時議会の

会期は本日の１日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浪瀨議長 異議なしと認めます。したがって、会期は本日の１日間に決定しました。 

 日程第３ 議案第 64 号 

○浪瀨議長 日程第３、議案第 64 号、令和７年度錦江町一般会計補正予算（第５号）

についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。新田町

長。 

○新田町長 議長。 

 （新田町長 登壇） 

○新田町長 おはようございます。議案第 64 号、令和７年度錦江町一般会計補正予算

（第５号）につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 

同議案につきましては、補正総額は 2,310 万 4,000 円の増額で、累計は 84

億 4,962 万 5,000 円となりました。 

主な内容につきましては、歳出は、町単独農地災害復旧補助金を 960 万円、

農業用施設災害復旧工事費を 300 万円、並びに農地利用効率化等支援補助金

を 69万 4,000 円それぞれ増額するものでございます。 

また、歳入につきましては、財政調整基金繰入金を 1,951 万円、農業用施

設災害復旧費県負担金を 290 万円、並びに農地利用効率化等支援県補助金を

69 万 4,000 円それぞれ増額するものでございます。ご審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 
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 （新田町長 降壇） 

○浪瀨議長 これから質疑を行います。第１表歳入歳出予算補正の歳入 15 款県支出金

及び 18 款繰入金と、歳入２款総務費及び６款農林水産費、並びに 11款災害

復旧費を一括して質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浪瀨議長 質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浪瀨議長 討論なしと認めます。これから、議案第 64 号、令和７年度錦江町一般会

計補正予算（第５号）についてを採決します。お諮りします。議案第 64 号

は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浪瀨議長 異議なしと認めます。したがって、議案第 64 号、令和７年度錦江町一般

会計補正予算（第５号）については、原案のとおり可決されました。 

これで本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。令和７年度第４

回錦江町議会臨時会を閉会いたします。 

 散会 10：07 

 


